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【 手 続 補 正 １ 】
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  一 般 遊 技 状 態 、 お よ び 、 前 記 一 般 遊 技 状 態 よ り も 前 記 遊 技 者 に と っ て 有 利 な 遊 技 状 態 で  
あ る 特 別 遊 技 状 態 、 を 含 む 遊 技 状 態 の 移 行 制 御 を 行 う こ と が 可 能 な 遊 技 状 態 制 御 部 と 、
  有 利 区 間 、 お よ び 、 通 常 区 間 、 を 含 む 遊 技 区 間 の 移 行 制 御 を 行 う こ と が 可 能 な 区 間 制 御  
部 と 、
　 を 備 え 、
　 前 記 区 間 制 御 部 は 、 前 記 遊 技 区 間 が 前 記 通 常 区 間 か つ 前 記 遊 技 状 態 が 前 記 一 般 遊 技 状 態  
の と き に 所 定 の 遊 技 条 件 が 満 た さ れ た こ と に よ り 、 前 記 有 利 区 間 へ の 移 行 処 理 を 実 行 し 、
　 前 記 遊 技 状 態 制 御 部 は 、 前 記 区 間 制 御 部 が 前 記 有 利 区 間 へ の 移 行 処 理 を 実 行 し た こ と を  
契 機 と し て 、 前 記 遊 技 状 態 を 前 記 特 別 遊 技 状 態 へ 移 行 さ せ る 状 態 移 行 処 理 を 実 行 し 、
  前 記 遊 技 状 態 制 御 部 は 、 前 記 遊 技 区 間 が 前 記 有 利 区 間 で あ る 状 態 で 、 前 記 特 別 遊 技 状 態  
か ら 前 記 一 般 遊 技 状 態 へ 移 行 さ せ て 、 前 記 有 利 区 間 を 維 持 し た ま ま 、 前 記 一 般 遊 技 状 態 で  
遊 技 を 進 行 さ せ る こ と が 可 能 で あ る 、
　 遊 技 機 。
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